
 1

(第㸱号議案)௧ඖᖺᗘᴗィ⏬(案)ᑂ議に関する件 

 

௧ඖᖺᗘᴗィ⏬(案)  

 

⮬ ᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸲月 㸯᪥ 

⮳ 令 㸰ᖺ㸱月㸱㸯᪥ 

 

ᖹᡂ㸱㸮ᖺ度にࡣ、社会保険労務士(以下「社労士」)制度タ㸳㸮࿘ᖺと࠸うࡁな⠇

┠を㏄࠼、記ᛕ講₇、記ᛕᘧ及び⚃㈡会を┒に開催しࡓࡲ。ࡓ、国社会保険労務士

会連合会(以下「連合会」)࡛ࡣ、ኳⓚⓚྡྷ୧㝎下のࡈ⮫席のもと記ᛕᘧがཝ⢔にᇳࡾ行

 。ࡓ福岡┴社会保険労務士会(以下「本会」)の会員もከᩘཧ加し、ࢀࢃ

本ᖺ度ࡣ、社労士にとって㸯㸮㸮࿘ᖺにྥࡓࡅ新ࡓなࢱࢫーࢺのᖺ࡛ࡾ࠶、社労士制度

の᭦なるⓎᒎと社労士の地ྥୖをᐇ⌧してࡵࡓࡃ࠸のษなᖺ度࡛࠶る。 

社労士制度ࡇ、ࡣの㸳㸮ᖺ㛫࡛㸶ḟの法改正が行ࢀࢃ業務㡿域もᣑࢀࡑ、ࢀࡉにక࠸

▱ྡ度もྥୖし、ྠに社労士が社会ࡽồࢀࡽࡵるᙺと責任の㉁もࡃࡁኚしࡓ。 

方改㠉に関連する法ᚊの㡰ḟ行、入管法改正によるእ国人労働ࡁ働ࡾに、本ᖺよࡽࡉ

者の雇用に関するၥ㢟な、企業の事業活動と国Ẹの生活ࡑのものに῝ࢃࡃって࠸る

社労士にồࢀࡽࡵるᙺと責任ࡣ、ᚋも୍ᒙ㧗ࡲってࡃ࠸ものと⪃ࢀࡽ࠼る。 

政、ࡾておࡵて᳨ウを進࠸ࡘな策にࠎᵝࡓࡅ行政手続⡆⣲にྥࡣ方࡛政ᗓ୍、ࡓࡲ

ᗓ・地方・Ẹ㛫すてを通ࡌてࢹーࢱが連係し、サーࢫࣅが⼥合する࢞・ࣝࢱࢪࢹバ࣓ࣥ

とがணࡇࡃ࠸ኚしてࡃࡁࡣቃ⎔ࡃᕳࡾ社労士を取、るなࢀࡽࡵ代への対応がồࢺ

ࡑ、ࢀࡉの動ྥにὀどするとともにኚする業務㡿域への対応がᚲせとなって࠸る。 

ᖺ度ࡣ、社労士の┠的࡛࠶る「事業のなⓎ㐩と労働者等の福♴のྥୖに㈨する」

と࠸うཎⅬに❧ࡕ㏉ࡘࡘࡾ、人の「心」にᐤࡾῧ࠸、「人をษにする企業」࡙ࡾࡃを支援

し、࠸ࡦてࡣ「人をษにする社会」のᐇ⌧がᅗࢀࡽるようྛ事業を行ってࡃ࠸。 

労働・社会保険に関する法令の円滑なᐇをᢸう၏୍の国ᐙ㈨᱁者として、社労、ࡎࡲ

士制度の᭦なるⓎᒎと社労士の地ྥୖのࡵࡓ、働ࡁ方改㠉に関連するᵝࠎな事業を通ࡌ

て企業の支援を行うとともに、人事・労務管理ࡸ労働・社会保険に関する総合的な相談に

対応し、「社労士会労働紛争解決ࢱࣥࢭー福岡」を活用しࡓ解決࡛ࡲの୍連の事業をᐇࡉ

 。るࡏ

ḟに๓ᖺ度にᘬࡁ続ࡁ⮬体への労働᮲௳ᑂᰝ事業を通ࡌて、地域社会への㈉⊩と社労

士におࡅる労務┘ᰝ等の定╔にྥࡓࡅ取組ࡳを進ࡵる。ࡽࡉに事業開Ⓨに関する取組ࡳと

して、連合会と(බ社)᪥本་ᖌ会との協力関係の動ྥにὀどしながࡽ、「㝔㛗のࡵࡓの労働

ၥ㢟㸯㸯㸮␒」事業を通ࡌ、(බ社)福岡┴་ᖌ会と(୍社)福岡┴ṑ⛉་ᖌ会との連ᦠをᅗ

ってࡑ、ࡓࡲ。ࡃ࠸のの業⏺としてᘬࡁ続ࡁ護・保⫱のศ㔝の雇用管理に࠸ࡘて事業

㡿域の開Ⓨを進ࡵてࡃ࠸。  

て࠸ࡘの事業にࡓとしࡵࡌࡣ㎰業をࡸの、እ国人労働者の雇用ၥ㢟に対する事業ࡑ

も、社労士がのように支援࡛ࡁる᳨ウしᐇしてࡃ࠸。 

社会㈉⊩に関する事業として、ᖺ度もᘬࡁ続ࡁ⾤ゅのᖺ㔠相談ࢱࣥࢭーࡸᏛᰯᩍ⫱・

地域社会の支援に関する事業を行ってࡓࡲ。ࡃ࠸、ᡂᖺᚋぢ制度に関してもᚲせな取組ࡳ

を進ࡵてࡃ࠸。  
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国及び┴なࡽのཷク事業に࠸ࡘてࡣ、情報を㞟し、社労士が行うࡁ事業ࡸᚲせ

な事業に࠸ࡘてࡣ✚ᴟ的に協力してࡃ࠸。 

のᇶ┙としての職業理が㔜せࡑ、ࡣにࡵࡓ社会㈉⊩を行うࡸ社労士制度の推進ࡽࢀࡇ

࠼ࡽる機会をとࡺࡽ࠶ࡵࡌࡣに研修等をࡵࡓるࡅ社労士としてのရを保ᣢし続、ࡾ࠶࡛

て᭦なる職業理のᚭᗏをᅗる。ࡓࡲ、国Ẹと地域社会のಙ㢗に応࠼るࡵࡓ、専門ᐙとし

てのᚲせな▱㆑と業務㐙行⬟力の習ᚓのࡵࡓ体⣔的な研修を企⏬、ᐇしてࡃ࠸。 

ᗈ報活動に関する事業として、働ࡁ方改㠉をࡵࡌࡣ人事・労務管理に関する業務ࡸ労働・

社会保険に関する手続・相談業務ࡣ社労士࡛࠶るࡇとを、ᐇ㝿の活動を通ࡌてᗈࡃ地域社

会にᗈ報してࡃ࠸。会員に対しても、連合会及び本会ࡸ会員の取組ࡳの情報をᥦ౪して࠸

。ࡃ  

᭱ᚋに、社労士の社会的責任と国Ẹࡸ地域社会の社労士に対するᮇᚅに応࠼るࡵࡓ、ᚲ

せな情報の㞟、ศᯒ、Ⓨಙを行ってࡃ࠸とともに、本会と支㒊事業及び福岡┴社会保険

労務士政連┕の活動との連ᦠをྵࡵᚋの組⧊のᅾࡾ方を᳨ウし、組⧊力を㧗ࡵてࡃ࠸。 

とともࡃ࠸て国及び地域社会へ㈉⊩してࡌの、行政等関係機関の事業への協力を通ࡑ

に、連合会及び九州・沖縄地域協議会と協力して事業を進ࡵてࡃ࠸。 

 

୍㸬♫ປኈไᗘ᥎㐍に関するᴗ 

社労士制度の᭦なるⓎᒎと地ྥୖのࡵࡓに、働ࡁ方改㠉に関する事業をࡑࡵࡌࡣの

の事業に࠸ࡘても✚ᴟ的に事業をᒎ開してࡃ࠸。 
社労士を取ࡾᕳࡃ⎔ቃに対応しながࡽ事業を推進してࡵࡓࡃにࡣ、≧ἣに応ࡌ⮫機応ኚ

に対応࡛ࡁる体制とࣆࢫードがᚲせ࡛࠶るࡵࡓ、࡛ࡲの「関ඛッ࢙ࢪࣟࣉ・ࣉクࢺ」

を「事業政策推進ᐊ」に組⧊を改ࡵ事業を推進してࡃ࠸。 
 

㸯㸬ࠕാࡁ᪉改㠉ࠖのᨭᴗ   

○本会と福岡┴中小企業団体中ኸ会の⏦合ࡏにἢ࠸、福岡┴中小企業団体中ኸ会所ᒓ団体

なに研修講ᖌをὴ㐵し、ࡓࡲ会員企業ࡽの㟁ヰ相談に応ࡌる。 

○་⒪機関に࠸ࡘてࡣ、連合会と᪥本་ᖌ会が協力関係に࠶る⎔ቃのもと、✚ᴟ的に働ࡁ

労務管理のၥ㢟と並行して⯡୍ࡾおᚑ๓、ࡣて࠸ࡘを行う。福岡┴ṑ⛉་ᖌ会にࡅ

ṑ⛉་ᖌ会におࡅる働ࡁ方改㠉のྍ⬟ᛶを࿘▱し、ࢼ࣑ࢭー講ᖌࡸ個別相談会のᐇを

行う。 

○連合会࡛ཷクしࡓ「中小企業・小規模事業者等に対する働ࡁ方改㠉推進支援事業(専門ᐙ

ὴ㐵事業)」のᵝ᭩ᐇ⌧に協力し、事業推進をᅗる。ࡑの、ࡺࡽ࠶る業✀㡿域にお࠸

て、㢳ၥඛ、務会員ࡣ務ඛの改㠉ᐇ㊶を推進する。 

 

㸰㸬⥲ྜປാ┦ㄯᐊ࣭ᖺ㔠┦ㄯ࣮ࢱࣥࢭの㐠Ⴀ 

毎㐌ⅆ・ᮌ᭙᪥(12 㹼18 )及び毎月➨㸯土᭙᪥・➨㸱᪥᭙᪥(10 㹼16 )を開タ᪥

とし、労働ၥ㢟、ຓᡂ㔠、ᖺ㔠に関する相談に対応する。ࡑの、㸯㸯月㸰㸱᪥の「労

ឤㅰの᪥」、㸯㸰月㸰᪥の「社労士の᪥」に⮫開タし、労働相談等に対応する。 

㸳㸮人以下ࡓて、連合会がᐉゝし࠸ࡘのᐇ務に「方改㠉ࡁ働」㡰ḟ行のࡾ本ᖺ㸲月よࠉ

の中小企業への「働ࡁ方改㠉支援ᐉゝ」を中心に、ࡺࡽ࠶る業✀、㡿域にお࠸て働ࡁ方改

㠉の支援事業を推進する。�
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３．「社労士会労働紛争解決センター福岡」の質・量的充実  

法テラス・福岡県弁護士会と連携を図り、社労士会労働紛争解決センター福岡の利用を

促進するとともに、総合労働相談室との連携を強め、相談から解決までの紛争解決システ

ムを構築する。 

引き続きホームページに設置しているセンターサイトの内容の充実やチラシの配布など、

広く周知するとともに、会員向けにセンター活用を促進する内容の研修会を開催し、あっ

せん件数の実績を上げる。また、あっせん委員を対象にフォローアップ研修を行う。 

 

４．労働条件審査の自治体への周知活動と審査の実施  

労働条件審査委員会は、労働条件審査の導入に関し、北九州市での実績を突破口に引き

続き地方自治体に周知・提案を行い、業務推進を図る。また、労働条件審査を実施する体

制を整える。 

経営労務診断サービスを推進していくために、サイバー法人台帳ＲＯＢＩＮＳの周知と

確認者登録を呼びかけていく。 
民間事業所を対象として開発した「労働条件審査ソフト」は必要に応じて改善を図り、

引き続き会員の営業ツールとして活用できるようにする。 
 
５．算定基礎届等の説明会・実務相談会の開催  

(一財)福岡県社会保険協会と共同で、算定基礎届事務説明会をはじめ、新任社会保険事

務担当者講習会、社会保険事務講習会（健康保険給付、年金制度、入退社手続）、育児・介

護休業事務講習会、労働保険事務講習会を開催し、合わせて実務相談会も開催する。  

本会は会員の協力を得て、講師・相談員を派遣するとともに、社労士活用の広報を図る。 

 

６．中小企業支援に関する事業 

中小企業の事業活動を支援するため、福岡県弁護士会や(一社)福岡県中小企業診断士協

会など専門職団体と連携して事業を行う。 

 

７．事業開発に関する事業 

(1)経営者団体への社労士活用促進の事業 

アクションプラン推進委員会及び事業政策推進室は、日本労働組合総連合会福岡県連合

会(連合福岡)、(一社)福岡中小企業経営者協会、福岡県中小企業団体中央会等との提携を

図りセミナーや労務相談会を実施し、中小企業の経営者に社労士活用をアピールする。 

(2)医療・介護・保育の各分野への支援       

①「院長のための労働問題１１０番」事業の実施  

事業政策推進室は、昨年度に引き続き小規模医療機関、いわゆるクリニックを中心に新

たな広報活動を行い医療分野における業務領域の拡大を図る。 

また協力調印を行っている福岡県歯科医師会との協力によりさらに発展させ、広報活動

を強化しセミナー等を充実させる。 
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どを通じて、社労士の知名度アップを図り会員の業務土壌の開発を行う。 
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ճಖ⫱ᴗᴗ⏺にᑐするᴗົ㡿ᇦのᣑ 

事業政策推進ᐊࡣ、ᗂ⛶ᅬ・保⫱業の労務管理の支援を行うࡵࡓ、情報を㞟し支援の

 。ࡃ࠸方を᳨ウしてࡾ࠶

մࡑの 

連合会がᚋ᳨ウしてࡃ࠸㎰業をࡑࡵࡌࡣのの業⏺に࠸ࡘても連ᦠし、ᚲせな取組ࡳ

を行ってࡃ࠸。  

 

㸶㸬እᅜேேᮦのཷࡅධࢀᣑに関するᴗ 

改正入管法によるእ国人労働者ཷࡅ入ࢀᣑにకうᚋの社労士の取組ࡳに࠸ࡘて、情

報㞟と対応の᳨ウを行う。 

 。ࡃ࠸ー等を開催してࢼ࣑ࢭࡓに研修を行うとともに、事業所を対象にしࡅ会員ྥ、ࡓࡲ

 

㸷㸬ࢺ࣓ࣥࣂ࣭࢞ࣝࢱࢪࢹᑐᛂに関するᴗ 

㟁Ꮚ委員会が中心となって、以下を取組む。  
(1)㟁Ꮚ⏦ㄳの⏝ಁ㐍 

○㟁Ꮚ証明᭩の✚ᴟ的な取ᚓ促進をᅗる。 

○利౽ᛶをቑしࡓ㟁Ꮚ⏦ㄳの利用ᣑをᅗる࣍、ࡵࡓー࣒࣌ーࢪ会員専用サイࡸ」ࢺっ 

てࡳよう㟁Ꮚ⏦ㄳ」ࢥーࢼーをᐇࡏࡉる。 

○㟁Ꮚ⏦ㄳに័ࢀな会員に個別的なᐇ務指ᑟのᐇ・情報ᥦ౪を行う。 

○㟁Ꮚ⏦ㄳ手続におࡅるῧ付᭩㢮を省␎等࡛ࡁるよう連合会と共に取組む。  

(2)㹑㹐㹎ϩの࿘▱ྲྀᚓಁ㐍 

社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(ＳＲＰⅡ認ࡓバー制度に対応しࣥࢼイ࣐

証制度)に࠸ࡘて会員に࿘▱するとともに、社労士事務所ෆの情報管理体制の構⠏及び個人

情報保護対策の୍⎔としてＳＲＰⅡの認証取ᚓを促進する。 

 に関するሗのᥦ౪ࢺ࣓ࣥࣂ࣭࢞ࣝࢱࢪࢹ(3)

 。ࡃ࠸に関する情報を㞟し、会員・企業に情報のᥦ౪を行ってࢺバ࣓ࣥ࢞・ࣝࢱࢪࢹ

 
㸯㸮㸬ᴗົᐖ⾜Ⅽの㜵Ṇᑐ⟇に関するᴗ 

 社労士法に㐪する業務ᐖ行Ⅽに対してࡣ、ᖖに情報㞟を行࠸、ཝ正ࡘ適ษに対

ฎし、以下を取組む。  

(1)ᴗົᐖ⾜Ⅽの㜵Ṇ 

ຓᡂ㔠⏦ㄳ手続をࡵࡌࡣとする社労士の⊂༨業務に࠸ࡘて、ᐖする行Ⅽを行う士業

及び事業者に関する情報㞟、対象者に対する事情⫈取ࡸ㆙࿌を行うとともに、行政機関

とも連ᦠしてࡑの㜵Ṇ活動を✚ᴟ的に行う。 

(2)ᝏ㉁࡞ᴗົᐖ⾜Ⅽ⪅にᑐするἲⓗᑐᛂのᩚഛ 

業務┘ᐹ委員会が中心となって、総務委員会及び⥘⣖委員会と連ᦠをᅗࡾながࡽ、ᝏ㉁

な業務ᐖ行Ⅽ者に対してッゴ等をྵࡓࡵ法的な対応が࡛ࡁるようにᇶ‽等の整備を行っ

てࡃ࠸。 

 

㸬♫㈉⊩に関するᴗ 

㸯㸬⾤ゅのᖺ㔠┦ㄯ࣮ࢱࣥࢭᕞのຠᯝⓗ㐠Ⴀ 
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᪥本ᖺ㔠機構ࡽの委ク事業「⾤ゅのᖺ㔠相談ࢱࣥࢭー北九州」の運営を行う。地域に

ᐦ╔しࡓឡࢀࡉるᖺ㔠相談ࢱࣥࢭーをࡊࡵし、ᗈ報をᐇࡽࡉ、ࡏࡉにఫẸの方ࠎにࡑの

Ꮡᅾをࣆーࣝしてࡃ࠸とともに、ᖺ㔠への関心が㧗࠸諸タ等にࢱࣥࢭーの活用を働ࡁ

ࢫࣅるサーࡵ連合会及び᪥本ᖺ㔠機構と連ᦠをᐦにし、国Ẹの利౽ᛶを㧗、ࡓࡲ。るࡅ

のᥦ౪にດࡵる。 
 
㸰㸬ᅜཬࡽ࡞┴ࡧのཷクᴗの㐠Ⴀሗ㞟 

 企業のなⓎᒎと労働者の福♴のྥୖに㈨するࡵࡓにᐇࢀࡉる国ࡸ┴等の事業にࡘ

ࣉࣥࣙࢩク、ࡣて࠸ࡘて、情報㞟、ศᯒをᐦにし、✚ᴟ的にཷクする。ཷク事業に࠸

ࣛࣥ推進委員会、ྛ支㒊代⾲者による推進࢙ࢪࣟࣉクࢺなຠ⋡的な組⧊体制を整࠼、事

業を適正にᐇし、国Ẹへの㈉⊩をᅗる。 

 
㸱㸬Ꮫᰯᩍ⫱に関するᴗ 

㧗等Ꮫᰯ等を中心としࡓᏛᰯᩍ⫱࡛の社会保㞀・雇用な社会的ᖖ㆑のᩍ⫱活動として、

よࡾከࡃのᏛᰯ࡛「࣡ークサ࣏ーࢺ事業(ࣜࣕ࢟ᙧᡂ応援ࢼ࣑ࢭー)」及び「ᑵ業๓労働

講ᗙ(福岡┴労働政策ㄢࡽの౫㢗࡛ᐇ)」がᐇ࡛ࡁるよう、クࣥࣛࣉࣥࣙࢩ推進委

員会が中心となって取組む。  
 
㸲㸬ᆅᇦ♫ᨭに関するᴗ 

福岡┴ࡣ、Ꮫ・▷、専門Ꮫᰯ等ከࡃのᩍ⫱タがᏑᅾし、ከࡃのඃ⚽なᏛ生が㞟ࡲって

 。ࡃ࠸㒔ᕷ㒊にᑵ職してࡵࡌࡣᮾிをࡣるが、༞業ᚋ࠸
 地域社会支援事業として、「働ࡇࡃと」を通ࡌて福岡┴をࡵࡌࡣ九州地域の企業ࡸᏛ生なが

㉳業するࡇと、ᑵ職するࡇとに㨩力的な地域社会になるような事業を᳨ウして行ࡃ。 

 
５㸬ᡂᖺᚋぢไᗘのྲྀࡳ⤌ࡾ   

「୍⯡社団法人社労士ᡂᖺᚋぢࢱࣥࢭー福岡」を支援し、社労士なࡣ࡛ࡽのᡂᖺᚋぢ制

度の取組ࡳを進ࡵてࡓࡲ。ࡃ࠸、ᚋぢࢱࣥࢭーが行うᗈ域的な社会㈉⊩活動の取組ࡳにも

協力する。 
 

୕㸬㈨㉁ྥୖに関するᴗ  

㸯㸬⫋ᴗ⌮ 

(1)⌮◊ಟの᭦࡞るᙉ 

職業理がᕼⷧになって࠸るࡇとに㉳ᅉしࡓ⚈事が国的にከⓎして࠸るࡇとに㚷ࡳ、

国Ẹの社労士へのಙ㢗度を㧗ࡵるࡵࡓにも、理研修のෆᐜをᐇࡏࡉ、社労士のရ保

ᣢのᙉをᅗるとともに、対象者へ「⩏務研修」࡛࠶るࡇとを認㆑ࡏࡉ、ཷ講ᚭᗏをᙉ

する。ࡓࡲ未ཷ講者へのฎศもྵࡓࡵ指ᑟをᚭᗏする。 

(2)員のⱞᑐᛂ 

会員及び୍⯡の方ࡽᐤࢀࡽࡏる会員へのⱞ情に࠸ࡘて、事ᐇ関係を⢭ᰝし、ၥ㢟解決

のᥦ、円滑な業務の運営に࠸ࡘてのຓゝ指ᑟを行うとともに、ⱞ情ฎ理相談❆ཱྀタ⨨規

程にᇶ࡙ࡓ࠸㎿㏿な対応を行ってࡃ࠸。 

 

―����―



 6

㸰㸬య⣔ⓗ◊ಟไᗘのᐇ 

研修委員会を中心に、研修を行う委員会ࡸ⮬主研究㒊会、ྛ支㒊と情報共᭷し連ᦠして

体⣔的な研修をᐇする。 
(1) 専門（実務）研修の充実 

(2) ᪂つ㛤ᴗ⪅ࡸᴗᣑ࣭ᒎ㛤にྥࡓࡅ◊ಟの㛤ദ 

(3) ಶูປാ⣮தゎỴࡸ⿵బேに関する◊ಟの㛤ദ 

 る⬟ຊᢸಖ◊ಟの㛤ദࡁᑐᛂ࡛ࢺ࣓ࣥࣂ࣭࢞ࣝࢱࢪࢹ (4)

(5) ⮬◊✲㒊のάᛶ࣭Ⓨ⾲の㛤ദ 

 
㸱㸬᪂ἲの⾜ཬࡧἲ改ṇに伴う⬟ຊᢸಖのᙉ 

(1)ാࡁ᪉改㠉関㐃ἲの⬟ຊᢸಖ 

「働ࡁ方改㠉関連法」がᡂ❧し、関連の政省令が㡰ḟබᕸࢀࡉて࠸るࡇとࡽ、法改正の

ᴫせࡸᐇ務的な࣏イࣥࢺなに࠸ࡘて⬟力ᢸ保をᙉするࡵࡓの研修をᐇする。 

(2)ἲᚊの⾜ཬࡧἲ改ṇに伴う⬟ຊᢸಖ 

労働社会保険諸法令の専門ᐙとしての⬟力ᢸ保として、法ᚊの行ࡸ法改正に対応しࡓ

研修を行う。 

 
㸲㸬᪂つධ⪅◊ಟのᐇ  

新規入会者研修を㸰ᅇ開催する。会の組⧊、事業ෆᐜ、関連団体の活動等に࠸ࡘて⤂

するとともに、職業理にるෆᐜをᐇࡏࡉ、社労士のရ保ᣢのᙉをᅗる。ࡓࡲ、

情報交会の中࡛ඛ㍮会員ࡕࡓとの交ὶを῝ࡵ、新規入会者の会への✚ᴟ的なཧ加促進を 

ᅗる。  

 
５㸬1000ࠕ ⋓ᚓሿ のࠖᐇ  

事業政策推進ᐊࡣ、ୖ 1000 円㉸を┠指して࠸る会員ࡽࡉࡸなる業務ᣑを┠指して

る会員等を࠸てࡆ業⦼をୖ࠸る会員等を対象に、㧗࠸開業をᚿしてࡽࢀࡇる会員及び࠸

講ᖌにᣍ1000」ࡁ ⋓ᚓሿ」をᐇする。 

 
㸴㸬་⒪ປົࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ◊ಟのᐇ 

「་⒪労務ࣥࢥサࣝࢺࣥࢱ研修」及び「࢛ࣟࣇーッࣉ研修」を㏆㞄の┴会にもび

   。ᐇするࡅ

 

㸵㸬ㆤປົ࣮ࢨࣂࢻ◊ಟのᐇ 

㏆㞄の┴会にもびࡅ、護事業者の労務管理に特しࡓᐇ務的な▱㆑・⬟力の習ᚓ

を┠的としࡓ、護労務ドバイࢨー研修をᐇする。 

 

㸶㸬ᖺ㔠┦ㄯ員の◊ಟࠊᖺ㔠࣮ࢱࢫ࣐◊ಟのᐇ 

○ᖺ㔠相談員の㈨㉁ྥୖのࡵࡓに、定ᮇ的なࣝ࢟ࢫッࣉ研修を行う。ࡓࡲ相談員代⾲者

会議を定ᮇ的に開催し、円滑な相談体制のᙉをᅗる。 

○ᖺ㔠事務所ࡸ⾤ゅのᖺ㔠相談ࢱࣥࢭー࡛のᖺ㔠相談ᐇ務にᚑ事する社労士を㣴ᡂするࡓ

㏣、ࡣࡁると࠶ー研修を㸯ᅇ開催するとともに、相談体制ᙉのᚲせがࢱࢫ࣐に、ᖺ㔠ࡵ

加の開催をィ⏬する。  
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情報交会の中࡛ඛ㍮会員ࡕࡓとの交ὶを῝ࡵ、新規入会者の会への✚ᴟ的なཧ加促進を 

ᅗる。  

 
５㸬1000ࠕ ⋓ᚓሿ のࠖᐇ  

事業政策推進ᐊࡣ、ୖ 1000 円㉸を┠指して࠸る会員ࡽࡉࡸなる業務ᣑを┠指して

る会員等を࠸てࡆ業⦼をୖ࠸る会員等を対象に、㧗࠸開業をᚿしてࡽࢀࡇる会員及び࠸

講ᖌにᣍ1000」ࡁ ⋓ᚓሿ」をᐇする。 

 
㸴㸬་⒪ປົࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ◊ಟのᐇ 

「་⒪労務ࣥࢥサࣝࢺࣥࢱ研修」及び「࢛ࣟࣇーッࣉ研修」を㏆㞄の┴会にもび

   。ᐇするࡅ

 

㸵㸬ㆤປົ࣮ࢨࣂࢻ◊ಟのᐇ 

㏆㞄の┴会にもびࡅ、護事業者の労務管理に特しࡓᐇ務的な▱㆑・⬟力の習ᚓ

を┠的としࡓ、護労務ドバイࢨー研修をᐇする。 

 

㸶㸬ᖺ㔠┦ㄯ員の◊ಟࠊᖺ㔠࣮ࢱࢫ࣐◊ಟのᐇ 

○ᖺ㔠相談員の㈨㉁ྥୖのࡵࡓに、定ᮇ的なࣝ࢟ࢫッࣉ研修を行う。ࡓࡲ相談員代⾲者

会議を定ᮇ的に開催し、円滑な相談体制のᙉをᅗる。 

○ᖺ㔠事務所ࡸ⾤ゅのᖺ㔠相談ࢱࣥࢭー࡛のᖺ㔠相談ᐇ務にᚑ事する社労士を㣴ᡂするࡓ

㏣、ࡣࡁると࠶ー研修を㸯ᅇ開催するとともに、相談体制ᙉのᚲせがࢱࢫ࣐に、ᖺ㔠ࡵ

加の開催をィ⏬する。  

㸷㸬ᕞᏛᏛ㝔ἲᏛᗓ➼の㐃ᦠに関するᴗ  

○会員に対して、九州ᏛᏛ㝔法Ꮫᗓ修士ㄢ程専修ࢥーࢫ(職業人特別㑅ᢤ)入Ꮫに関す

る情報を࿘▱するととともに、入Ꮫにࡓ࠶って、本会の推⸀をᕼᮃする会員に࠸ࡘてࡣ、

推⸀の⏦ㄳをཷࡅ付ࡅる。ࡓࡲ、のᏛに࠸ࡘても、ྠᵝにᏛ㝔に推⸀࡛ࡁる⎔ቃ

を整࠼てࡃ࠸。 

○九州Ꮫ法⛉Ꮫ㝔と本会の協議の下࡛法⛉Ꮫ㝔の「࣒ࣜࣛࢢࣟࣉ・ࢺࣥࣞ࢝」の୍

⎔としてཷ講がྍ⬟になっࡓᤵ業(「労働と法」及び「労働法のᐇ務」)に࠸ࡘて、会員

に情報をⓎಙするとともに⫈講生としての入Ꮫをዡࡵてࡃ࠸。  

○九州Ꮫ法⛉Ꮫ㝔と連ᦠ協定を⥾⤖し、社労士のࡵࡓの専門⬟力ྥୖのࡵࡓの研修ࣉ

 。ࡃ࠸を企⏬し、ᕼᮃする会員に研修を行って࣒ࣛࢢࣟ

 

ᅄ㸬ᗈሗ࣭員ὶに関するᴗ 

㸯㸬ᗈሗに関するᴗ 

ᗈ報委員会、クࣥࣛࣉࣥࣙࢩ推進委員会、会報委員会が中心となって以下を取組む。  
○社労士制度推進月㛫㡭に「↓ᩱ相談会」をᐇする。 

 。㹁㹋等࡛「社労士」ᗈ報をᐇする࢜ࢪࣛ・ࣅࣞࢸ○

○北九州ᕷ・ஂ␃⡿ᕷの協力のもと、社労士相談❆ཱྀを運営する。 

 。の活用を促進する࣒ࢸࢫࢩの改ၿ・ᐇをᅗるとともに、社労士᳨⣴ࢪー࣒࣌ー࣍○

○᪥本ᖺ㔠機構本㒊が情報බ開して࠸る新規適用ྡ⡙を活用し、事業所へ社労士活用の㹂

㹋をⓎ㏦する。 

○会報ㄅ「社労士ࡃࡩお」のෆᐜをᐇࡏࡉる。 

○㸯㸰月㸰᪥「社労士の᪥」のᗈ報を行う。 

 。ࡃ࠸て社労士の業務ෆᐜを地域社会にⓎಙしてࡌの、本会が行う事業を通ࡑ○

 

㸰㸬ሗᥦ౪に関するᴗ 

○

○会員へよࡾ᪩ࡃ᭷┈な情報をᥦ౪࡛ࡁるよう、ᗈ報委員会を中心に、࣍ー࣒࣌ーࢪの会

員ྥࡅサイࢺをよࡾᐇࡏࡉる。 

 

㸱㸬ࢆࢶ࣮࣏ࢫ㏻࡚ࡌのᗈሗ員ὶのྲྀࡳ⤌ࡾ  

会員⮬㌟が社労士として活動するࡵࡓの「ᗣ」と「ඖẼ」を保ᣢするࡵࡓ、ᗈ報委員

会の下㒊組⧊の「社労士会ᗈ報運動㒊」の活動をよࡾᐇࡏࡉる。 

会員ྠ士の団⤖をᙉす、ࡾ会員のᗣ促進をᅗࡾ定ᮇ的な⦎習によ、ࡌを通ࢶー࣏ࢫ

るとともに、ࣥࢯ࣐ࣛ会をࡵࡌࡣᵝࠎな会な࡛社労士ＰＲ࢛ࣘࣇࢽー࣒を╔用して

出ሙし、社労士の▱ྡ度ッࣉをᅗる。 

 

㸲㸬㈡モḼのᐇ 

ᖺ度にᘬࡁ続ࡁ「㹣㸫社労士通ಙࡃࡩお」を利用して、本会と会員㛫の連絡࣓ࡣー

ࣝを活用し、情報をよࡾ᪩ࡃ、的☜に届ࡅる。ࡑのᐇ⌧のࡵࡓに、新規入会会員ࡣཎ則

として登録・入会手続に࣓ーࣝドࣞࢫの登録をᐇし、᪤Ꮡ会員に࣓ࡣーࣝドࣞ

�。の登録促進をせㄳするࢫ

福岡┴社会保険労務士政連┕、福岡┴⤒営労務福♴協会とともに、令㸰ᖺ㸯月㸰㸲

᪥(㔠)に㈡モ交Ḽ会をᐇする。 
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㸬ᮏᨭ㒊の㐃ᦠに関するᴗ 

 社労士にồࢀࡽࡵる社会的責任ࡸᙺ、ࡓࡲኚする⎔ቃに対応するࡵࡓ支㒊と連ᦠし

て事業を行ってࡃ࠸。 
社ࡸࡳ取組ࡓࡅ会員への事業ᐇへྥ、ࡾ会員ᩘも㸯㸪㸴㸮㸮ྡに㏕る組⧊にな、ࡓࡲ

労士が社会ࡽのᮇᚅに応ࢀࡽ࠼る本会の組⧊のࡾ࠶方に࠸ࡘて、支㒊㛗会を定ᮇ的に開

催し、本会と支㒊のᙺとᶒ㝈なに࠸ࡘて᳨ウしてࡃ࠸。 
 

භ㸬⾜ᨻ➼関ಀᶵ関の༠ຊᴗ 

㸯㸬関ಀᶵ関➼の༠ຊ 

行政等関係機関ࡽの社労士のὴ㐵・推⸀౫㢗等に࠸ࡘて協力する。 

(1)ཌ⏕ປാ┬ 

・⮫労働保険指ᑟ員、福岡地方᭱ప㈤㔠ᑂ議会委員を推⸀する。 

・業務委クዎ⣙にᇶ࡙ࡁ、「་⒪務⎔ቃ改ၿ支援ࢱࣥࢭー」への「་⒪労務管理ドバ

イࢨー」をὴ㐵する。 

・九州地方ᖺ㔠記録ゞ正ᑂ議会へ委員・ㄪᰝ員をὴ㐵する。 

(2)᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ 

ᖺ㔠事務所等におࡅるᖺ㔠相談に関する円滑な運営に協力するࡵࡓ、業務委クዎ⣙にᇶ

 。に定協議を行うࡵࡓ相の連ᦠをᅗる、ࡓࡲ。出すࡾ会員を相談員として㏦ࡁ࡙

 。て、地域ᖺ㔠ᒎ開事業にも✚ᴟ的に協力するࡏే

(3)⥲ົ┬ 

 九州管区行政評価局相談ࢥーࢼーへ相談員をὴ㐵する。 

(4)┴ෆ⮬య 

・業務委クዎ⣙にᇶ࡙ࡁ、「がࢇ相談支援ࢱࣥࢭー」への「ᑵ労支援ドバイࢨー」をὴ

㐵する。 

 ・福岡┴がタ⨨する「福岡┴ዪᛶの活㌍応援会議」の委員を推⸀する。 

 ・福岡ᕷの業務委クをཷࡅて、保⫱士ࡸ保⫱所に務する職員の務᮲௳等の相談をཷ

 。本会に相談❆ཱྀをタ⨨する、ࡵࡓるࡅ

 。の㒔度対応するࡑࡤࢀ࠶౫㢗がࡽの、⮬体ࡑ・ 

 のࡑ(5)

社労士の専門▱㆑を活すࡵࡓ、地方ุ所へのẸ事ㄪ委員のὴ㐵、福岡┴ᘚ護士会

への紛争解決ࢱࣥࢭー専門委員へのὴ㐵等に協力する。 

 

㸰㸬関ಀᶵ関➼のྜྠ議 

関係機関等との連ᦠをᅗࡾ、相の理解を῝ࡵるࡵࡓ、以下の会議へ出席する。 

(1)♫ປኈദの⾜ᨻ➼の㐃⤡議 

業務┘ᐹ委員会が議㢟等ㄪ整のୖ、福岡労働局、᪥本ᖺ㔠機構・国ᗣ保険協会福岡

支㒊との「連絡会議」を開催する。 

(2)⚟ᒸᑓ㛛⫋ᅋయ㐃⤡༠議の㐃ᦠ 

専門職団体࡛構ᡂする福岡専門職団体連絡協議会の理事会、ᖿ事会、運営委員会等の会

議に出席する。 
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㸬ᮏᨭ㒊の㐃ᦠに関するᴗ 

 社労士にồࢀࡽࡵる社会的責任ࡸᙺ、ࡓࡲኚする⎔ቃに対応するࡵࡓ支㒊と連ᦠし

て事業を行ってࡃ࠸。 
社ࡸࡳ取組ࡓࡅ会員への事業ᐇへྥ、ࡾ会員ᩘも㸯㸪㸴㸮㸮ྡに㏕る組⧊にな、ࡓࡲ

労士が社会ࡽのᮇᚅに応ࢀࡽ࠼る本会の組⧊のࡾ࠶方に࠸ࡘて、支㒊㛗会を定ᮇ的に開

催し、本会と支㒊のᙺとᶒ㝈なに࠸ࡘて᳨ウしてࡃ࠸。 
 

භ㸬⾜ᨻ➼関ಀᶵ関の༠ຊᴗ 

㸯㸬関ಀᶵ関➼の༠ຊ 

行政等関係機関ࡽの社労士のὴ㐵・推⸀౫㢗等に࠸ࡘて協力する。 

(1)ཌ⏕ປാ┬ 

・⮫労働保険指ᑟ員、福岡地方᭱ప㈤㔠ᑂ議会委員を推⸀する。 

・業務委クዎ⣙にᇶ࡙ࡁ、「་⒪務⎔ቃ改ၿ支援ࢱࣥࢭー」への「་⒪労務管理ドバ

イࢨー」をὴ㐵する。 

・九州地方ᖺ㔠記録ゞ正ᑂ議会へ委員・ㄪᰝ員をὴ㐵する。 

(2)᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ 

ᖺ㔠事務所等におࡅるᖺ㔠相談に関する円滑な運営に協力するࡵࡓ、業務委クዎ⣙にᇶ

 。に定協議を行うࡵࡓ相の連ᦠをᅗる、ࡓࡲ。出すࡾ会員を相談員として㏦ࡁ࡙

 。て、地域ᖺ㔠ᒎ開事業にも✚ᴟ的に協力するࡏే

(3)⥲ົ┬ 

 九州管区行政評価局相談ࢥーࢼーへ相談員をὴ㐵する。 

(4)┴ෆ⮬య 

・業務委クዎ⣙にᇶ࡙ࡁ、「がࢇ相談支援ࢱࣥࢭー」への「ᑵ労支援ドバイࢨー」をὴ

㐵する。 

 ・福岡┴がタ⨨する「福岡┴ዪᛶの活㌍応援会議」の委員を推⸀する。 

 ・福岡ᕷの業務委クをཷࡅて、保⫱士ࡸ保⫱所に務する職員の務᮲௳等の相談をཷ

 。本会に相談❆ཱྀをタ⨨する、ࡵࡓるࡅ

 。の㒔度対応するࡑࡤࢀ࠶౫㢗がࡽの、⮬体ࡑ・ 

 のࡑ(5)

社労士の専門▱㆑を活すࡵࡓ、地方ุ所へのẸ事ㄪ委員のὴ㐵、福岡┴ᘚ護士会

への紛争解決ࢱࣥࢭー専門委員へのὴ㐵等に協力する。 

 

㸰㸬関ಀᶵ関➼のྜྠ議 

関係機関等との連ᦠをᅗࡾ、相の理解を῝ࡵるࡵࡓ、以下の会議へ出席する。 

(1)♫ປኈദの⾜ᨻ➼の㐃⤡議 

業務┘ᐹ委員会が議㢟等ㄪ整のୖ、福岡労働局、᪥本ᖺ㔠機構・国ᗣ保険協会福岡

支㒊との「連絡会議」を開催する。 

(2)⚟ᒸᑓ㛛⫋ᅋయ㐃⤡༠議の㐃ᦠ 

専門職団体࡛構ᡂする福岡専門職団体連絡協議会の理事会、ᖿ事会、運営委員会等の会

議に出席する。 
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(3)関ಀᶵ関➼ࡀദするㅖ議 

福岡労働局主催の「雇用均等行政推進員会議」、総務省九州管区行政評価局主催の「福岡・

北九州総合行政相談所運営会議」、国土交通省九州地方整備局主催の「社会保険未加入対策

推進九州地方協議会」等へ出席する。 

 

㸬ࡑののᴗ 

㸯㸬♫ປኈのⓏ㘓࣭ᒆฟ➼に関するᴗ 

連合会と協力して、登録及び特定社労士の付記並びに社労士法人届出の事務を適正に行

う。なお、新規登録・入会者対象の説明会を毎月開催する。 
 
㸰㸬๎࣭⣽๎改ṇの᳨ウཬࡧ㈝⣡にᑐするᑐ⟇ 

会員及び本会の活動が円滑になるよう総務委員会が中心となって以下を取組む。  
○会則・細則・諸規程等の改正   

○会費滞納会員への対応及び法的手続 

 
㸱㸬ᅜ♫ಖ㝤ປົኈ㐃ྜࡀ⾜うᴗ 

連合会が行う以下の事業に、会員の協力のもと本会として取組む。  

○社会保険労務士試験事務事業 

○特別研修・紛争解決手続代理業務試験事務事業 

○労働社会保険諸法令関係事務指定講習 

○社労士個人情報保護事務所認証制度(ＳＲＰⅡ認証制度)に関する事業 

○社会保険労務士賠償責任保険に関する事業 

○サイバー法人台帳ＲＯＢＩＮＳ事業 

○労務診断ドックに関する事業 

○社会保険労務士総合研究機構が行う事業 

○福利厚生事業の支援 

 

㸲㸬ࡑののᴗ 

関係団体等が行う以下の事業に、本会として取組む。  

○九州・沖縄地域協議会が行う会議、研修会 

○福岡専門職団体連絡協議会が行う会議、相談会等 

○小規模企業共済制度への加入促進等 

○労働保険事務組合が行う事業 
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(ҥˮᵘ円)

予算額 実績額

ḩ　事業活動収支の部

1．事業活動収入

(1)会費入会金収入 137,386,000 139,834,000 142,828,000 5,442,000

会費収入 131,436,000 132,154,000 136,778,000 5,342,000

開業会員会費収入 98,232,000 98,728,000 101,592,000 3,360,000
8,000円×12月×開業・法人ᅈ員1,047名
中途入会ᎍ等　1,080,000円

勤務等会員会費収入 27,972,000 27,378,000 28,674,000 702,000
4,500円×12月×526名
中途入会ᎍ等　270,000円

法人会員会費収入 5,232,000 6,048,000 6,512,000 1,280,000
8,000円×12月×67件
中途入会3件　80,000円

入会金収入 5,950,000 7,680,000 6,050,000 100,000

開業会員入会金収入 3,250,000 3,850,000 3,250,000 0
新ᙹ80,000円×35名
30,000円×15名٭

勤務等会員入会金収入 2,550,000 3,080,000 2,550,000 0
新ᙹ50,000円×50名
ᆆሥ5,000円×10名

法人会員入会金収入 150,000 750,000 250,000 100,000 新ᙹ50,000円×5件

(2)ᙀя金等収入 2,200,000 2,307,250 2,200,000 0

ᙀя金等収入 2,200,000 2,307,250 2,200,000 0

ႇ等手数料収入 1,200,000 1,307,250 1,200,000 0
新ᙹ10,500円×85名、
証ᅚʩ˄他ܭ800円×100名、特٭

活動ʩ˄金収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

(3)事業収入 136,950,000 135,391,501 138,060,000 1,110,000

研修会収入 6,950,000 6,062,425 8,060,000 1,110,000

研修収入࣏᪰ 0 0 0 0

ᧉ業務研修収入ݦ 3,760,000 3,590,000 3,680,000 ▲ 80,000

῟ ῭῝ ῩΌ研修収入 600,000 0 600,000 0

ʋעң研修収入 100,000 0 100,000 0

Ẹの他の研修収入 2,490,000 2,472,425 3,680,000 1,190,000

ᚠ等事業収入ۀ 130,000,000 129,329,076 130,000,000 0

ᚠ事業収入ۀ 130,000,000 129,329,076 130,000,000 0 ଐஜ年金機ನ、福ޢіޅ他

(4)雑収入 4,510,000 5,803,336 5,010,000 500,000

雑収入 4,510,000 5,803,336 5,010,000 500,000

Ӗ取利ऒ収入 10,000 375 10,000 0

雑収入 4,500,000 5,802,961 5,000,000 500,000

(5)他会計入金収入 0 2,244,320 0 0

特別会計繰入金入収入 0 2,244,320 0 0

認証ADR事業会計入金 0 2,244,320 0 0

281,046,000 285,580,407 288,098,000 7,052,000

2．事業活動支出

(1)事業費支出 160,098,000 151,693,995 163,758,000 3,660,000

費支出إ࠼ 26,450,000 21,554,993 29,050,000 2,600,000

会ႆإᘍ費支出 1,200,000 2,208,026 1,800,000 600,000
4ׅႆᘍ
印Т・ᣁᡛ・Ҿᆜᜓᅇ、ԃ࠼ԓ収入

活動費支出إ࠼ 24,000,000 19,050,338 26,000,000 2,000,000
料Ⴛᛩ会、ἭὊἲἬὊἊ関連、
ἉὅἯἊウἲ

収　　支　　予　　算　　書　ίకὸ

平成31年4月1ଐẦỤ令和2年3月31ଐộỂ

令和元年度
予算額

増減 備考
平成30年度

科　　　　目

事業活動収入計
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予算額 実績額

令和元年度
予算額

増減 備考
平成30年度

科　　　　目

名ቐ等˺成費支出 1,000,000 183,909 1,000,000 0 ϙჇ˄会員証、会Щ印Т等

福ޢᅈі士ᡫ̮費支出 250,000 112,720 250,000 0 ᡫ̮˺成費・ᡛ料

調査я成金支出 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0

自ɼ研究ῥ ῝Όя成支出 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 7部会×я成金150,000円

研修会支出 11,230,000 9,655,672 12,290,000 1,060,000

研修支出࣏᪰ 1,850,000 1,732,324 1,850,000 0

ᧉ業務研修支出ݦ 6,190,000 5,267,346 6,320,000 130,000

῟ ῭῝ ῩΌ研修支出 600,000 0 600,000 0

ʋעң研修支出 50,000 19,349 50,000 0

Ẹの他の研修支出 2,540,000 2,636,653 3,470,000 930,000

福ݦޢᧉᎰ団体連ዂң議会 1,200,000 1,043,395 1,200,000 0

ң議会会費支出 700,000 574,415 700,000 0
Ӌьਃ金40ɢ円、
会Ӌьᎍᙀя金他ٻ期ܭ

ң議会ࢫ員会費支出 500,000 468,980 500,000 0 理事会、料Ⴛᛩ会等ଐ当

ᚠ等事業支出ۀ 120,168,000 118,389,935 120,168,000 0

ᘍңщ費支出 168,000 168,000 168,000 0 ᘍႻᛩἅὊἜὊႻᛩ員ᜓ金

ᚠ事業費支出ۀ 120,000,000 118,221,935 120,000,000 0 ଐஜ年金機ನ、福ޢіޅ他

(2)ʩ˄金支出 17,007,408 17,007,408 18,054,696 1,047,288

支部ʩ˄金支出 17,007,408 17,007,408 18,054,696 1,047,288

支部ʩ˄金支出 17,007,408 17,007,408 18,054,696 1,047,288

(3)ሥ理費支出 78,280,000 72,639,894 81,780,000 3,500,000

人件費支出 43,800,000 43,133,153 46,800,000 3,000,000

ᣛ支出إ員ࢫ 800,000 800,000 1,100,000 ദи会ᧈ、ݦ務理事

ዅɨ支出 30,000,000 29,859,200 31,000,000 1,000,000

諸手当支出 6,500,000 6,213,780 7,000,000

1,900,000

500,000 ᡫ勤手当、ឬᢅ勤務手当等

福利ҽဃ費支出 5,400,000 5,252,173 5,800,000 400,000 ᅈ会保ᨖ料・ͤࡍᚮૺ・С等

中ᡚσੑ金支出 1,050,000 1,008,000 1,050,000 0

雑ዅ支出 50,000 0 50,000 0 ᐮᎰ員

会議費支出 14,030,000 11,423,467 14,030,000 0

ዮ会費支出 4,000,000 3,601,024 4,000,000 0
ನ成員ଐ当、会ئ費等
議క書等印Т費ӏỎᡛ料

ദи会ᧈ会支出 450,000 469,840 450,000 0 12ׅ開͵

支部ᧈ会支出 150,000 107,120 150,000 0

ࠝ˓理事会支出 300,000 124,395 300,000 0 2ׅ開͵

理事会支出 1,650,000 1,574,280 1,650,000 0 6ׅ開͵

ࠝᚨۀ員会支出 5,000,000 3,597,840 5,000,000 0

ᘍ連ዂ会議支出 180,000 123,828 180,000 0

Ẹの他の会議支出 2,300,000 1,825,140 2,300,000 0 員会・Ⴓ査他ۀᧉݦ

ᩔᙲ費支出 20,450,000 18,083,274 20,950,000 500,000

͈料支出 7,600,000 7,164,726 7,600,000 0 ͠成ἥἽܴ料、OA機器等ἼὊἋ料等

費ʩᡫ費支出 200,000 59,050 200,000 0

ᡫ̮ᢃ費支出 900,000 692,649 900,000 0 ᩓᛅ・Џ手ˊ

印Тᙌஜ費支出 300,000 238,973 300,000 0 ˊለ等印Тݥ

消᎔品費支出 850,000 710,305 850,000 0 ἅἦὊ用紙、ἅἦὊỽウὅト料他
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予算額 実績額

令和元年度
予算額

増減 備考
平成30年度

科　　　　目

備品費支出 500,000 122,526 500,000 0

渉外費支出 400,000 433,960 400,000 0 関係団体への祝儀等

福利慶弔費支出 1,000,000 681,052 1,000,000 0 会員の慶弔費

光熱水道費支出 450,000 355,644 450,000 0

営繕修理費支出 500,000 598,800 500,000 0 OA機器保守料

調査研究費支出 200,000 68,644 200,000 0 新聞、書籍他

諸会費支出 150,000 150,000 150,000 0 商工会議所会費等

自振等手数料支出 1,200,000 1,332,017 1,200,000 0

顧問料支出 1,700,000 1,370,400 1,700,000 0 弁護士・会計士顧問料、訴訟費用

租税公課支出 4,000,000 3,328,600 4,500,000 500,000 消費税、印紙税、法人住民税均等割

貸倒引当金繰入額 0 0 0

雑費支出 500,000 347,128

428,800

500,000 0 清掃関連費他

(4)連合会会費支出 29,143,800 29,327,700 30,317,000 1,173,200

連合会会費支出 29,143,800 29,327,700 30,317,000 1,173,200

開業会員会費支出 20,644,800 20,746,800 21,358,800 714,000 1,700円×12月×1,047名

勤務等会員会費支出 7,387,200 7,300,800 7,574,400 187,200 1,200円×12月×526名

法人会員会費支出 1,111,800 1,280,100 1,383,800 272,000 1,700円×12月×67件＋中途入会

(5)他会計繰入金支出 24,300,000 24,300,000 8,800,000 ▲ 15,500,000

特別会計繰入金支出 24,300,000 24,300,000 8,800,000 ▲ 15,500,000

認証ADR事業会計繰入金 9,300,000 9,300,000 8,800,000 ▲ 500,000

50周年記念事業会計繰入金 15,000,000 15,000,000 0 ▲ 15,000,000

308,829,208 294,968,997 302,709,696 ▲ 6,119,512

▲ 27,783,208 ▲ 9,388,590

▲ 9,888,590

▲ 14,611,696 13,171,512

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

0 0 0 0

2．投資活動支出

ソフトウェア取得支出 0 500,000 0 0

0 500,000 0 0

0 ▲ 500,000 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

1．財務活動収入

0 0 0 0

2．財務活動支出

0 0 0 0

0 0 0 0

Ⅳ　予備費支出 23,401,378 26,684,300 3,282,922

▲ 51,184,586 ▲ 41,295,996

51,184,586 51,184,586 41,295,996

0 0 0次期繰越収支差額

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収入計

投資活動支出計

投資活動収支差額

財務活動収入計

財務活動支出計

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額 ▲ 9,888,590

 9,888,590

41,295,996
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